
 四日市市農業委員会の委員等の定数に関する条例をここに公布する。  

平成２８年１２月２１日 

四日市市長  田 中 俊 行 

 

四日市市条例第５４号 

四日市市農業委員会の委員等の定数に関する条例  

 （趣旨） 

第１条 この条例は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条

第２項及び第１８条第２項の規定に基づき、四日市市農業委員会の委員及び四日市

市農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。  

 （農業委員会の委員の定数） 

第２条 四日市市農業委員会の委員の定数は、１９人とする。 

 （農地利用最適化推進委員の定数） 

第３条 四日市市農地利用最適化推進委員の定数は、３７人とする。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に在任する四日市市農業委員会の委員（以下「現に在任す

る委員」という。）の任期中においては、この条例の規定は適用しない。  

 （四日市市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例等の廃止） 

３ 次に掲げる条例は、廃止する。 

 (1) 四日市市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例（昭和３２年四日市

市条例第１５号） 

 (2) 四日市市農業委員会の部会構成員の定数に関する条例（昭和３２年四日市市条

例第１６号） 

 (3) 四日市市農業委員会の委員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定

数に関する条例（昭和３２年四日市市条例第２１号） 

 （四日市市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例等の廃止に伴う経過措

置） 

４ 現に在任する委員の任期中においては、前項の規定による廃止前の四日市市農業

委員会の選挙による委員の定数に関する条例及び四日市市農業委員会の部会構成員



の定数に関する条例は、なおその効力を有する。 

 （四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）  

５ 四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年四日市市

条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

別表（第１条、第２条関係） 

区分 報酬の額 費用弁償の額 

 （略） 

農業委員会副会長  （略） 

農業委員会委員 同 ２８，０００円 同 

農地利用最適化推進委員 同 ２８，０００円 同 

 （略） 
 

備考 （略） 

 

改正前 

別表（第１条、第２条関係） 

区分 報酬の額 費用弁償の額 

 （略） 

農業委員会副会長  （略） 

農業委員会部会長 同 ３３，３００円 同 

農業委員会委員（部会に属する委

員） 

同 ２８，０００円 同 

 （略） 
 

備考 （略） 

 

６ 現に在任する委員の任期中においては、前項の規定による改正後の四日市市委員

会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、改正前の四日市市

委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。  

 （四日市市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正）  

７ 四日市市証人等の実費弁償に関する条例（昭和４２年四日市市条例第２２号）の



一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第

６７号。以下「法」という。）第２０

７条、公職選挙法（昭和２５年法律第

１００号）第２１２条第３項及び農業

委員会等に関する法律（昭和２６年法

律第８８号）第３５条第４項の規定に

基づき、四日市市議会（法第１１５条

の２第２項（法第１０９条第５項にお

いて準用する場合を含む。）の規定の

参考人を除く。）、選挙管理委員会、

農業委員会及び公聴会等に出頭又は参

加した者（以下「証人等」という。）

の要した実費を弁償する。 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第

６７号。以下「法」という。）第２０

７条、公職選挙法（昭和２５年法律第

１００号）第２１２条第３項及び農業

委員会等に関する法律（昭和２６年法

律第８８号）第２９条第４項の規定に

基づき、四日市市議会（法第１１５条

の２第２項（法第１０９条第５項にお

いて準用する場合を含む。）の規定の

参考人を除く。）、選挙管理委員会、

農業委員会及び公聴会等に出頭又は参

加した者（以下「証人等」という。）

の要した実費を弁償する。 

（農業委員会事務局） 


